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八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例施行規則 

目次 

 第１章 総則（第１条―第８条） 

 第２章 参加と協働のまちづくり 

第１節 まちづくりの手続（第９条―第２７条） 

第２節 都市計画の案の作成手続等（第２８条―第４２条） 

第３節 建築協定の縦覧（第４３条―第５１条） 

第４節 意見聴取会の手続（第５２条―第６３条） 

 第３章 美しい街並みづくり（第６４条―第７７条） 

 第４章 環境と緑のまちづくり（第７８条―第９２条） 

 第５章 秩序あるまちづくり 

第１節 建築確認申請等に係る届出等（第９３条―第９５条） 

第２節 開発事業の手続（第９６条―第１４０条） 

第３節 開発事業紛争の流れ（第１４１条―第１５３条） 

 第６章 補則（第１５４条―第１６５条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例（平成

２３年条例第９号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

 （市民等） 

第３条 条例第２条第２項第１号の規則で定める者は、次に掲げる者とす

る。 

 ⑴ 八潮市（以下「市」という。）内に在勤し、又は在学する者 

 ⑵ 市内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権若しくは

賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者 

⑶ 前号に規定する土地、建築物若しくは権利に関する仮登記若しくは

差押えの登記又は当該土地若しくは建築物に関する買戻しの特約の登

記名義人 

 （近隣住民及び周辺住民の範囲） 

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#top
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#top
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j2_k1_g1
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第４条 条例第２条第２項第２号及び第３号の規則で定める距離は、次の

とおりとする。 

開発区域の面積 近隣住民 周辺住民 

１，０００平方

メートル未満 

１５メートルと開発区

域内に建築する建築物

の高さの等倍の距離と

のいずれか長い距離 

３０メートルと開発区

域内に建築する建築物

の高さの２倍の距離と

のいずれか長い距離 

１，０００平方

メートル以上

３，０００平方

メートル未満 

２０メートルと開発区

域内に建築する建築物

の高さの等倍の距離と

のいずれか長い距離 

４０メートルと開発区

域内に建築する建築物

の高さの２倍の距離と

のいずれか長い距離 

３，０００平方

メートル以上 

３０メートルと開発区

域内に建築する建築物

の高さの等倍の距離と

のいずれか長い距離 

５０メートルと開発区

域内に建築する建築物

の高さの２倍の距離と

のいずれか長い距離 

２ 中高層建築物の開発事業においては、前項の表の近隣住民の欄中「等

倍」とあるのは、「２倍」とする。 

 （開発事業） 

第５条 条例第２条第２項第４号の規則で定める行為は、次に掲げる行為

とする。  

 ⑴ 自動車駐車場の設置  

 ⑵ 資材置場（建築資材その他材料等の保管をするため土地利用を行う

場所をいう。）の設置。ただし、八潮市土砂等のたい積及び投棄の規

制に関する条例（平成１６年条例第２７号）第６条第１項の規定によ

る許可を受けた者の設置については、この限りでない。  

 ⑶ 廃棄物処理施設（残土、焼却灰その他の廃棄物の埋立てその他の処

理をする施設をいう。）の設置 

 ⑷ 廃棄物保管場（廃棄自動車、金属くずその他の廃棄物の保管をする

ための場所をいう。）の設置 

 ⑸ 自動車洗車場又は自動車販売場の設置 

 ⑹ その他まちづくり推進会議の意見を聴いて市長が定めるもの 

 （当事者） 

第６条 条例第２条第２項第８号の規則で定める者は、条例第６６条第１

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j2_k1_g10
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j2_k1_g11
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j2_k1_g5
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j2_k1_g5


- 3 - 

項の規定により届出を要する開発事業において、当該開発区域が存する

町会・自治会の代表者並びに条例に規定する協議会及び活動団体の代表

者並びに利害関係を有する者で市長が特に必要と認める者とする。 

 （まちづくり推進会議の庶務） 

第７条 まちづくり推進会議の庶務は、都市デザイン部において処理する。 

 （部会の組織及び運営） 

第８条 条例第８条第１項の部会に、部会長を置く。 

２ 部会長は、委員の互選による。 

３ 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。 

４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部

会長が指名する委員がその職務を代理する。 

５ 部会は、まちづくり推進会議から付託された事項を処理する。 

６ 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。 

７ 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

８ 部会長は、会議録を作成するとともに、必要に応じて会議の結果をま

ちづくり推進会議に報告しなければならない。 

９ 部会の庶務は、都市デザイン部において処理する。 

   第２章 参加と協働のまちづくり 

    第１節 まちづくりの手続 

 （駅協議会の構成員等） 

第９条 条例第１２条第３項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

 ⑴ 八潮駅周辺地区内の土地又は建築物を所有する者 

 ⑵ 八潮駅周辺地区内で事業を営む者 

 ⑶ 公募により選出された市民等 

 ⑷ まちづくりに関し識見を有する者 

 ⑸ その他市長が特に必要と認める者   

２ 駅協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

 （駅協議会の公聴会の開催等） 

第１０条 市長は、条例第１３条第４項の規定により公聴会を開催すると

きは、開催日の２０日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。 

 ⑴ 公聴会の開催日時及び開催場所 

 ⑵ 公述の申出をすることができる期間 

 ⑶ その他公聴会の開催に関し必要な事項 

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j21_k1
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j32_k4
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２ 前項の公聴会の開催要領については、市長が別に定めるものとする。 

 （駅周辺まちづくり計画の変更） 

第１１条 条例第１３条第７項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げる

ものとする。 

 ⑴ 駅周辺まちづくり計画の名称の変更 

 ⑵ 駅周辺まちづくり計画の内容の変更であって、駅周辺まちづくり計

画に及ぼす影響が極めて少ないと市長が認めるもの 

 （産業・住環境協議会の構成員等） 

第１２条 条例第１６条第１項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

 ⑴ 共生地区内の土地又は建築物を所有する者 

 ⑵ 共生地区内で事業を営む者 

 ⑶ 共生地区内の居住者 

 ⑷ 共生地区内に属する町会・自治会の推薦者 

 ⑸ まちづくりに関し識見を有する者 

 ⑹ その他市長が特に必要と認める者 

２ 産業・住環境協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるも

のとする。 

 （推進地区まちづくり協議会の構成員等） 

第１３条 条例第２０条第１項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

 ⑴ 推進地区内に土地又は建築物を所有する者 

 ⑵ 推進地区内の居住者 

 ⑶ 推進地区内に属する町会・自治会の推薦者 

 ⑷ まちづくりに関し識見を有する者 

 ⑸ 市長が指名する職員 

 ⑹ その他市長が特に必要と認める者 

２ 推進地区まちづくり協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

めるものとする。 

 （地域まちづくり活動団体の届出等） 

第１４条 条例第２１条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものと

し、同項の規定による届出は、地域まちづくり活動団体届出書（様式第

１号）により行うものとする。  

 ⑴ 代表者の住所、氏名及び連絡先  

 ⑵ 対象とする地域 

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j17_k13
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j21_k1
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j21_k1
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j21_k1
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 ⑶ 活動の目的 

 ⑷ 構成員の住所及び氏名 

 ⑸ その他市長が必要と認める事項  

 （地域まちづくり活動団体の登録事項） 

第１５条 条例第２１条第２項の規則で定める事項は、次に掲げるものと

し、同項の規定による登録は、地域まちづくり活動団体登録票（様式第

２号）によるものとする。  

 ⑴ 代表者の住所及び氏名 

 ⑵ 対象とする地域 

 ⑶ 活動の目的 

 ⑷ 構成員の人数 

 ⑸ その他市長が必要と認める事項 

 （地域まちづくり活動団体の認定申請）  

第１６条 条例第２１条第４項の規定により市長の認定を受けようとする

地域まちづくり活動団体は、地域まちづくり活動団体認定申請書（様式

第３号）に、次に掲げる図書を添付して、市長に申請するものとする。 

 ⑴ 地域まちづくり活動団体の規約  

 ⑵ 地域まちづくり活動団体の事業活動計画書  

 ⑶ 地域まちづくり活動団体の活動対象地区を示す図面 

 ⑷ 地域まちづくり活動団体の構成員の住所及び氏名 

 ⑸ その他市長が必要と認める図書 

２ 市長は、前項の規定により申請した内容が地域まちづくり活動団体の

認定に支障がないと認めたときは、地域まちづくり活動団体認定通知書

（様式第４号）により、当該地域まちづくり活動団体の代表者に通知す

るものとする。  

３ 地域まちづくり活動団体は、第１項の図書に変更が生じたときは、速 

やかに認定内容変更申請書（様式第５号）を市長に提出するものとする。 

４ 市長は、前項の変更の内容が地域まちづくり活動団体の認定に支障が

ないと認めたときは、認定内容変更通知書（様式第６号）により、当該

地域まちづくり活動団体の代表者に通知するものとする。 

 （地域まちづくり計画の案の策定） 

第１７条 認定を受けた地域まちづくり活動団体は、条例第２１条第４項

に規定する地域まちづくり計画の案を策定しようとするときは、地域ま

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j21_k1
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j21_k1
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ちづくり計画案提案書（様式第７号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の地域まちづくり計画案提案書の提出があったときは、

当該提案書が地域まちづくり計画として適当であるかを審査するものと

する。 

 （ご近所まちづくり協定の届出） 

第１８条 条例第２２条第２項の規定による届出は、ご近所まちづくり協

定届出書（様式第８号）により行うものとし、次に掲げる図書を添付す

るものとする。 

 ⑴ ご近所まちづくり協定書の写し 

 ⑵ ご近所まちづくり協定の対象となる区域を示す図面 

 ⑶ その他市長が必要と認めるもの 

 （認定の要件）  

第１９条 条例第２２条第３項の規則で定める要件は、次に掲げるものと

する。 

 ⑴ ３軒以上の建築物のまとまりを形成している区域であって、当該区

域内の所有者及び使用者が協定を締結していること。 

 ⑵ 公益上支障がないこと。 

 ⑶ ご近所まちづくり協定において、次に掲げる事項が定められている

こと。 

ア 名称 

イ 代表者の住所及び氏名 

ウ ご近所まちづくり協定を締結した者の住所及び氏名 

エ 目的 

  オ 活動の内容 

カ 活動の区域 

 （認定の通知） 

第２０条 市長は、条例第２２条第３項の規定により認定をしたときは、

ご近所まちづくり協定認定通知書（様式第９号）により届出者に通知す

るものとする。 

 （ご近所まちづくり協定の変更等の届出） 

第２１条 条例第２２条第４項の規定による届出は、ご近所まちづくり協

定変更・廃止届出書（様式第１０号）により行うものとし、ご近所まち

づくり協定を変更する場合は、次に掲げる図書を添付するものとする。 

http://www.city.toda.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e3250486001.html#j36
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 ⑴ 変更後のご近所まちづくり協定書の写し 

 ⑵ ご近所まちづくり協定の対象となる区域を変更した場合は、当該区

域を示す図面 

 ⑶ その他市長が必要と認めるもの 

 （認定の取消し） 

第２２条 市長は、条例第２２条第５項の規定による取消しをするときは 

、ご近所まちづくり協定認定取消通知書（様式第１１号）により、届出

者に通知するものとする。 

 （公共施設） 

第２３条 条例第２３条第３項の規則で定める公共施設は、次に掲げるも

のとする。 

 ⑴ 市が管理する緑地、広場等 

 ⑵ 市が管理する道路、プロムナード等 

 ⑶ 市が管理する河川敷、水路敷等 

 ⑷ 市が管理する建築物 

 ⑸ その他市長が認めるもの 

 （施設管理型まちづくり活動の協議） 

第２４条 条例第２３条第３項の協議は、施設管理型まちづくり活動協議

要請書（様式第１２号）により行うものとする。 

 （テーマ型まちづくり活動団体の届出等） 

第２５条 条例第２４条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものと

し、同項の規定による届出は、テーマ型まちづくり活動団体届出書（様

式第１３号）により行うものとする。  

 ⑴ 団体の名称 

 ⑵ まちづくりのテーマ 

 ⑶ 代表者の住所、氏名及び連絡先 

 ⑷ 活動の内容 

 ⑸ 活動の区域 

 ⑹ 活動の構成員の住所及び氏名 

 ⑺ その他市長が必要と認める事項 

 （テーマ型まちづくり活動団体の登録） 

第２６条 条例第２４条第２項の規則で定める事項は、次に掲げるものと

し、同項の規定による登録は、テーマ型まちづくり活動団体登録票（様

http://www.city.toda.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e3250486001.html#j38
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j21_k1
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式第１４号）によるものとする。  

 ⑴ まちづくりのテーマ  

 ⑵ 代表者の住所及び氏名 

 ⑶ 活動の区域 

 ⑷ 活動の構成員の人数 

 ⑸ その他市長が必要と認める事項 

 （テーマ型まちづくり計画の策定） 

第２７条 条例第２４条第５項の規定による届出は、テーマ型まちづくり

計画届出書（様式第１５号）により行うものとする。 

    第２節 都市計画の案の作成手続等 

 （公告する事項） 

第２８条 条例第２６条第２項の必要な事項は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 都市計画の原案の種類及び名称 

 ⑵ 都市計画の原案に係る区域 

 ⑶ 都市計画の原案の縦覧場所 

 （公聴会の公告事項） 

第２９条 市長は、条例第２６条第３項の規定により公聴会を開催すると

きは、開催日の２０日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。  

 ⑴ 公聴会の開催日時及び開催場所 

 ⑵ 公述の申出をすることができる期間 

 ⑶ その他公聴会の開催に関し必要な事項 

 （公述の申出） 

第３０条 公聴会に出席して意見を陳述しようとする市民等は、前条第２

号の期間内に、公聴会公述申出書（様式第１６号）により市長に申し出

なければならない。 

 （公述人及び公述時間） 

第３１条 市長は、公聴会の運営を円滑に行うため、前条の規定により公

述の申出を行った者のうちから、公聴会において意見を述べることがで

きる者（以下「公述人」という。）をあらかじめ選定するものとする。 

２ 市長は、公聴会の運営を円滑に行うために必要があると認めるときは 

、公述人が意見を述べる時間（以下「公述時間」という。）をあらかじ

め定めることができる。 

３ 市長は、前２項の規定により、公述人を選定したときは、あらかじめ

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j47_k2
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その旨を公述人選定通知書（様式第１７号）により、当該公述人に通知

しなければならない。 

 （参考人） 

第３２条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に参考人の出席を

求め、説明又は意見を求めることができる。 

 （公聴会の議長） 

第３３条 公聴会の議長は、市の職員のうちから市長が指名する者をもっ

て充てるものとする。 

２ 公聴会は、議長が主宰する。 

３ 議長は、公述人の公述が公述時間を超えたとき、又は公述人に不穏当

な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退出を命じることがで

きる。 

４ 議長は、公聴会の秩序を維持し、その運営を円滑に行うために必要が

あると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若

しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。 

５ 議長は、公述の内容を明らかにするために、公述人に対し質疑をする

ことができる。 

６ 議長は、前３項に規定するもののほか公聴会の運営を円滑に行うため

に必要な措置を講ずることができる。 

 （公聴会の記録） 

第３４条 市長は、公聴会を開催したときは、速やかに公聴会の記録を作

成し、縦覧場所等を公告し、当該公告の日の翌日から起算して１４日間

公衆の縦覧に供するものとする。 

 （都市計画の決定又は変更） 

第３５条 条例第２６条第６項及び第２７条第７項の規則で定める都市計

画の決定又は変更は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 境界変更に伴う区域の部分変更で市長が認めるもの 

 ⑵ 法令の制定又は改廃に伴う変更であって、形式的なもの 

 ⑶ その他市長が特に認めるもの 

 （地区計画等の決定又は変更） 

第３６条 条例第２９条第６項の規則で定める地区計画等の変更は、次に

掲げるものとする。  

 ⑴ 地区計画の名称の変更  

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j32_k6
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 ⑵ 境界変更に伴う区域の部分変更で市長が認めるもの 

 ⑶ 法令の制定又は改廃に伴う変更であって、形式的なもの 

 ⑷ その他市長が特に認めるもの 

 （申出の要件） 

第３７条 条例第３０条第１項第３号の規則で定める要件は、次に掲げる

ものとする。 

 ⑴ 地区計画等の決定等の申出の内容が、まちづくり基本計画その他市

のまちづくりに関する計画、方針等との整合性を有するもの 

 ⑵ 地区計画等の決定等の申出の内容が、法令に基づく地区計画等に関

する基準に適合するもの 

 ⑶ 地区計画等の決定等の申出の対象となる土地の区域が、市街化調整

区域を含まないもの 

 （申出の方法） 

第３８条 条例第３０条第２項の申出書は、地区計画等の決定等に関する

申出書（様式第１８号）によるものとし、次に掲げる図書を添付しなけ

ればならない。ただし、市長が当該申出書の内容により不要と認めた場

合は、この限りでない。 

 ⑴ 地区計画等の計画書 

 ⑵ 地区計画等の区域図 

 ⑶ 地区計画等の現況図 

 ⑷ 土地利用計画図 

 ⑸ 区域内の公図の写し 

 ⑹ 区域内の土地所有者等一覧表 

 ⑺ 同意を得たことを証する書類 

 ⑻ 地区計画等の決定等の申出を行うことができる者であることを証す

る書類 

 ⑼ その他市長が必要と認める書類 

 （地区計画等の決定等の通知） 

第３９条 条例第３１条第２項の規定による通知は、地区計画等の決定等

通知書（様式第１９号）により行うものとする。 

 （都市計画の決定等の提案に係る事前届出） 

第４０条 条例第３５条第２項の都市計画提案検討届出書は、様式第２０

号とする。 

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j28_k2
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 （都市計画提案書） 

第４１条 条例第３６条第１項の都市計画提案書は、様式第２１号とし、

同項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 都市計画の素案（総括図、計画図及び計画書） 

 ⑵ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第

２１条の２第３項第２号の同意を得たことを証する書類  

 ⑶ 都市計画の提案を行うことができる者であることを証する書類 

 ⑷ 区域図、周辺関係図等 

 ⑸ まちづくり基本計画に適合する旨の検討書 

 ⑹ 周辺環境に及ぼす影響及びその影響への対策に関する図書 

 ⑺ 土地所有者等への説明経過書 

 ⑻ その他市長が必要と認めるもの  

 （公聴会の開催方法） 

第４２条 第２９条から第３４条までの規定は、条例第３６条第８項の公

聴会の開催について準用する。 

    第３節 建築協定の縦覧 

 （建築協定の縦覧方法） 

第４３条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７１条及び第７３

条第３項の規定による建築協定書の縦覧をしようとする者は、縦覧を行

う場所（以下「縦覧所」という。）に備付けの縦覧簿に住所、氏名その

他必要な事項を記入しなければならない。 

 （縦覧所） 

第４４条 建築協定書の縦覧所は、都市デザイン部開発建築課とする。 

 （縦覧日） 

第４５条 建築協定書の縦覧日は、八潮市の休日を定める条例（平成元年

条例第２４号）第１条第１項各号に定める休日を除くものとする。 

 （縦覧時間） 

第４６条 建築協定書の縦覧時間は、午前８時３０分から午後５時まで（ 

休憩時間を除く。）とする。 

 （臨時休所日等） 

第４７条 建築協定書の整理その他必要があるときは、臨時に休所日を設

け、又は縦覧時間を短縮することができる。 

 （縦覧手数料） 

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j29_k1
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0001001001.html#y1
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第４８条 建築協定書の縦覧は、無料とする。 

 （持出しの禁止） 

第４９条 建築協定書は、縦覧所の外に持ち出してはならない。 

 （縦覧の拒否） 

第５０条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、縦覧を停止し 

、又は禁止することができる。 

 ⑴ 建築協定書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認

められるとき。 

 ⑵ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。 

 ⑶ この節の規定又は当該職員の指示に従わないとき。 

 （縦覧期間） 

第５１条 建築基準法第７１条の規定による縦覧期間は、２１日間とし、

同法第７３条第３項の規定による縦覧期間は、当該協定書の有効期間内

とする。 

    第４節 意見聴取会の手続 

 （意見聴取会の開催の公告及び通知） 

第５２条 市長は、建築基準法第７２条第１項（同法第７４条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による公開による意見の聴取（以下

「意見聴取会」という。）を行うときは、開催日の１週間前までに意見

の聴取の事由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしよ

うとする者（以下「協定者」という。）及び同法第７１条の規定による

縦覧に供する期間の満了後１週間以内に市長に文書をもって異議を申し

出た者（以下「異議申出人」という。）にその旨を通知しなければなら

ない。 

 （議長及び関係職員の出席） 

第５３条 意見聴取会は、市長又は市長の指名した職員が議長となる。た

だし、次の各号のいずれかに該当する職員は、議長となることができな

い。 

 ⑴ 協定者又は異議申出人 

 ⑵ 協定者又は異議申出人の親族 

 ⑶ 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は保佐人 

２ 市長又は市長の指名した職員は、必要があると認めるときは意見聴取

会に関係官公庁の職員又は市の職員（これらの職員を以下「関係職員」 

javascript:void%20fnInyLink(105644,'2600100004221001h.html','TOP')
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という。）の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

３ 前項の場合において、市長はあらかじめ意見の聴取の事由、開催の期

日及び場所を関係職員に文書をもって通知しなければならない。 

 （口述審問） 

第５４条 意見の聴取は、公開かつ口述審問により行う。 

 （代理人） 

第５５条 協定者又は異議申出人が意見聴取会に出席できない場合は、そ

の代理人を出席させることができる。 

２ 前項の規定により出席する代理人は、意見聴取会の開催日までに委任

状を市長に提出しなければならない。 

 （陳述書等による聴聞） 

第５６条 異議申出人又は前条第１項の規定によるその代理人が出席せず 

、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の

意見の聴取は、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職

員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。 

 （欠席者） 

第５７条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が意見聴取会に出席で

きない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を意見聴取会の開

催日の３日前までに市長に届け出なければならない。 

 （意見聴取会の延期） 

第５８条 市長は、必要があると認めるときは、意見聴取会の期日を延期

することができる。 

２ 前項の場合においては、第５２条の規定を準用する。 

 （定足数） 

第５９条 意見聴取会は、協定者の半数以上の出席がなければ開催するこ

とができない。ただし、第５５条第２項の規定による委任状の提出があ

るときは、その代理人を出席数に加算するものとする。 

 （証人及び参考人の出席） 

第６０条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際し

て自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料

を提出することができる。 

２ 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、 

意見聴取会の開催前までに議長に提出しなければならない。 

javascript:void%20fnOwnLink(2155,'e3350533041901221.html','J2')
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 （発言） 

第６１条 意見聴取会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員

その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することが

できる。 

２ 議長は、前項に規定するもののほか、意見聴取会の運営を円滑に行う

ために必要な措置を講じることができる。 

 （意見の聴取の記録） 

第６２条 議長は、意見聴取会の出席者氏名、次第及び建築協定書の説明 

、意見等の内容の要点を速記者又は当該職員に記録させなければならな

い。 

 （会場の秩序保持） 

第６３条 議長は、会場内を整理するため、又はその秩序を保持するため

に必要があると認めたときは、意見の聴取に係る出席者又は傍聴人の数

を制限することができる。 

２ 議長は意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対して退場を

命ずることができる。 

   第３章 美しい街並みづくり 

 （景観計画区域内における行為の届出） 

第６４条 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号）第１条

第１項の届出書は、景観計画区域内行為届出書（様式第２２号）による

ものとする。 

２ 条例第４２条第３項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

ただし、市長が当該届出書の内容により不要と認めた場合は、この限り

でない 

 ⑴ 物件のたい積を行う敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を示す図

面 

 ⑵ 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 

 ⑶ 当該敷地内における物件のたい積を行う位置、方法及び高さを示す

図面 

 ⑷ 当該敷地に設置する塀又はさく等の状況を示す図面 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

 （景観計画区域内における変更の届出） 

第６５条 景観法（平成１６年法律第１１０号）第１６条第２項の規定に

javascript:void%20fnInyLink(103382,'22aa660804190401h.html','TOP')
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よる変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書（様式第２３号）に

より行うものとし、景観法施行規則第１条第２項各号に掲げる図書のう

ち当該変更の内容を明らかにする図書を添付しなければならない。 

 （景観整備機構の指定） 

第６６条 景観法第９２条第１項の申請は、景観整備機構指定申請書（様

式第２４号）により行うものとし、次に掲げる図書を添付しなければな

らない。 

 ⑴ 定款又は寄附行為 

 ⑵ 指定を受けようとする年度の前年度（前年度の決算が完結していな

い場合は、前々年度）の事業実績を記載した書類 

 ⑶ 指定を受けようとする年度（当該年度の事業計画を決定していない

場合は、前年度）の事業計画を記載した書類 

 ⑷ 指定を受けようとする年度の前年度（前年度の決算が完結していな

い場合は、前々年度）の決算書の写し 

 ⑸ 指定を受けようとする年度（当該年度の収支予算書を決定していな

い場合は、前年度）の収支予算書の写し 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 市長は、景観法第９２条第１項の規定により景観整備機構を指定した

ときは、景観整備機構指定通知書（様式第２５号）により申請者に通知

するものとする。 

 （景観整備機構の申請事項の変更の届出） 

第６７条 景観法第９２条第３項の規定による届出は、景観整備機構申請

事項変更届出書（様式第２６号）により行うものとする。 

 （景観整備機構の指定の取消し） 

第６８条 市長は、景観法第９５条第３項の規定により景観整備機構の指

定を取り消したときは、景観整備機構指定取消通知書（様式第２７号）

により、当該景観整備機構に通知するものとする。 

 （景観法の身分証明書） 

第６９条 景観法第１７条第８項の証明書は、身分証明書（様式第２８号 

）によるものとする。 

 （景観計画提案団体） 

第７０条 条例第４４条第１項第７号の規則で定めるものは、景観まちづ

くりを推進するために積極的に活動している団体のうち市長が認める団

javascript:void%20fnOwnLink(2780,'e3350646042104011.html','Y2')
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体とする。 

 （マスターアーキテクトの助言等） 

第７１条 条例第４５条第２項の規則で定める事項は、次に掲げるものと

する。 

 ⑴ 良好な景観によるまちづくりを積極的に推進するために必要な事項 

 ⑵ その他デザイン等に関し必要な事項 

 （特定区域等） 

第７２条 条例第４６条第１項の規則で定める区域は、推進地区の区域そ

の他市長が特に必要と認める区域とする。 

２ 市長は、前項の区域を定めたときは、公告しなければならない。 

 （設計競技方式の要請等） 

第７３条 条例第４６条第１項の規定により設計競技方式を採用するよう

要請するときは、設計競技方式採用要請書（様式第２９号）により行う

ものとする。 

２ 条例第４６条第３項の規定による設計競技方式に関する助言は、設計

競技方式に関する助言書（様式第３０号）により行うものとする。 

 （公共施設等の整備を行う法人） 

第７４条 条例第４８条第１項の規則で定める法人は、次に掲げる法人と

する。 

 ⑴ 国又は県が出資する法人 

 ⑵ 独立行政法人都市再生機構 

 （公共施設等の計画の届出） 

第７５条 条例第４８条第１項の規定による届出は、公共施設等計画届出

書（様式第３１号）により行うものとする。 

 （公共施設等の整備に係る説明会の報告） 

第７６条 条例第４８条第２項の規定により報告する書面は、公共施設等 

の整備に係る説明会等実施報告書（様式第３２号）によるものとする。 

 （公共施設の景観の協定） 

第７７条 条例第４８条第５項の公共施設等の景観の形成に関する協定は 

、公共施設等景観協議協定書（様式第３３号）によるものとする。 

   第４章 環境と緑のまちづくり 

 （雨水の貯留施設の届出） 

第７８条 条例第５２条の規定による届出は、建築確認申請等に先立つ届
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出書（様式第３４号）により行うものとする。 

 （緑と花いっぱい運動） 

第７９条 条例第５３条第１項の規則で定めるものは、次に掲げるものと

する。 

 ⑴ 公共施設の緑化推進 

 ⑵ 工場、事業所の緑化推進 

 ⑶ 市の推奨する草花の植栽 

 ⑷ その他市長が認める緑化の推進 

 （緑化計画書） 

第８０条 条例第５５条第１項の緑化計画書は、様式第３５号とする。  

 （農地の登録申請） 

第８１条 条例第５８条第１項の規定による登録は、コミュニティ農地登

録申請書（様式第３６号）により行うものとする。 

 （農地の協力の登録申請） 

第８２条 条例第５８条第２項の規定による登録は、農園サポーター登録

申請書（様式第３７号）により行うものとする。 

 （協定の締結の報告） 

第８３条 条例第５８条第４項の規定により協定を締結したときは、ガー

デンコミュニティ協定締結報告書（様式第３８号）を市長に提出するも

のとする。  

 （ガーデンコミュニティの認定） 

第８４条 市長は、条例第５９条第１項の規定により認定したときは、ガ

ーデンコミュニティ認定書（様式第３９号）をコミュニティ農地所有者

に交付するものとする。 

２ 条例第５９条第２項の標識は、ガーデンコミュニティ認定標識（様式

第４０号）によるものとする。 

 （保存樹木等の指定基準） 

第８５条 条例第６１条第１項の規定による保存樹木等の指定は、次の基

準によるものとする。 

 ⑴ 樹木については、次のいずれかに該当し、樹形が優れているもの 

  ア 地上１．２メートルの高さにおける幹の周囲が１メートル以上で

あるもの 

  イ 高さが１０メートル（株立ちした樹木は３メートル）以上である

javascript:void%20fnHonLink(1145,'e3350523041410011.html','J11')
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javascript:void%20fnOwnLink(1745,'e3350524041707121.html','Y3')
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もの 

 ⑵ 樹林については、樹木の１集団が占める土地の面積が２００平方メ

ートル以上で、かつ、高さが５メートルを超える樹木が３０本以上で

あるもの 

 ⑶ 生垣については、生垣をなす樹木の集団で、その長さが３０メート

ル以上で、かつ、高さが２メートル以上であるもの 

２ 条例第６１条第１項の保存樹木等のうち次の各号のいずれかに該当す

るものは、同項の指定の対象としない。 

 ⑴ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１０９条第１項の規

定により指定され、又は同法第１１０条第１項の規定により仮指定さ

れたもの 

 ⑵ 埼玉県文化財保護条例（昭和３０年埼玉県条例第４６号）第３１条

第１項の規定により指定されたもの 

 ⑶ 八潮市文化財保護条例（昭和４４年条例第５号）第６条第１項の規

定により指定されたもの 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の所有又は管理に

係るもの 

 （保存樹木等の指定の申請） 

第８６条 条例第６１条第２項の規定による申請は、保存樹木等指定申請

書（様式第４１号）により行うものとする。 

 （保存樹木等の指定の通知） 

第８７条 条例第６１条第３項の規定による通知は、保存樹木等指定通知

書（様式第４２号）により行うものとする。 

 （保存樹木等の標識） 

第８８条 条例第６１条第４項の標識は、保存樹木等の指定標識（様式第

４３号）によるものとする。 

 （行為の届出） 

第８９条 条例第６２条の規定による届出は、次の表の左欄に掲げる該当

区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる様式の届出書により行うもの

とする。  

該当区分 様  式 

条例第６２条第１号 保存樹木等伐採届出書（様式第４４号） 
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条例第６２条第２号 
保存樹木等（枯死・折損）届出書（様式第

４５号） 

条例第６２条第３号 保存樹木等変更届出書（様式第４６号） 

 （保存樹木等の指定解除の申請） 

第９０条 条例第６３条第３項に規定する申請は、保存樹木等指定解除申

請書（様式第４７号）により行うものとする。 

 （保存樹木等の指定解除の通知） 

第９１条 条例第６３条第４項の通知は、保存樹木等指定解除通知書（様

式第４８号）により行うものとする。 

 （保存樹木等に関する台帳） 

第９２条 市長は、保存樹木等に関する台帳を作成し、これを保管するも

のとする。 

２ 前項の保存樹木等に関する台帳は、保存樹木等台帳（様式第４９号）

によるものとし、これに調書及び位置図を添付するものとする。 

   第５章 秩序あるまちづくり 

    第１節 建築確認申請等に係る届出等 

 （建築確認申請等に先立つ届出） 

第９３条 条例第６５条第１項の規定による届出は、建築確認申請等を行

う１４日前までに、建築確認申請等に先立つ届出書により行わなければ

ならない。 

 （建築確認申請等に係る通知書） 

第９４条 条例第６５条第２項の通知書は、建築確認申請等に先立つ通知

書（様式第５０号）によるものとする。 

 （建築確認申請等に係る助言又は指導） 

第９５条 条例第６５条第３項の助言又は指導は、建築確認申請等に先立

つ届出に対する助言・指導書（様式第５１号）により行うものとする。 

    第２節 開発事業の手続 

 （開発基本計画） 

第９６条 条例第６６条第１項の規定による届出は、開発基本計画届出書

（様式第５２号）により行うものとし、次に掲げる図書を添付しなけれ

ばならない。  

 ⑴ 土地登記事項証明書（全部事項証明書に限る。）（写し可）（区画

整理施行中の場合は、仮換地証明書等の写しも添付） 
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 ⑵ 開発区域の案内図 

 ⑶ 開発区域の現況図 

 ⑷ 開発区域及びその周辺の状況を示す写真 

 ⑸ 開発区域の公図の写し 

 ⑹ 土地利用計画図（配置図） 

 ⑺ その他市長が必要と認める図書 

 （開発基本計画の縦覧方法） 

第９７条 第４３条から第５０条までの規定は、開発基本計画の縦覧方法

について準用する。 

 （開発基本計画標識の設置及び届出） 

第９８条 条例第６７条第２項の標識は、開発基本計画標識（様式第５３

号）によるものとする。 

２ 条例第６７条第４項の規定による届出は、開発基本計画標識設置届出

書（様式第５４号）により行うものとする。  

 （近隣住民及び周辺住民への説明） 

第９９条 条例第６７条第５項及び第６項の規定による開発基本計画の内

容の説明は、次に掲げる事項について行うものとする。 

 ⑴ 建築物の概要 

 ⑵ 土地利用計画の概要 

 ⑶ その他建築物の建築に伴い近隣住民又は周辺住民の住環境に影響を

及ぼす事項で市長が必要と認めるもの 

 （近隣住民説明実施報告書等） 

第１００条 開発事業者は、条例第６７条第５項の規定による説明をした

ときは同条第７項の近隣住民説明実施報告書（様式第５５号）を、同条

第６項の規定による説明をしたときは同条第７項の周辺住民説明実施

報告書（様式第５６号）を当該説明を行った日の翌日から起算して７日

以内に、市長に提出しなければならない。 

 （近隣住民説明実施報告書等の写しの縦覧方法） 

第１０１条 第４３条から第５０条までの規定は、近隣住民説明実施報告

書及び周辺住民説明実施報告書の写しの縦覧方法について準用する。 

 （開発事業事前協議書） 

第１０２条 条例第６８条第１項の開発事業事前協議書は、様式第５７号

とし、別表第１に定める図書を添付しなければならない。 
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 （開発事業事前協議書に関する助言・指導書） 

第１０３条 条例第６８条第３項の規定による助言又は指導は、開発事業

事前協議書に関する助言・指導書（様式第５８号）により行うものとす

る。 

 （負担を求める公益施設） 

第１０４条 条例第６８条第４項の規則で定める公益施設は、消防水利施

設、ごみ集積所、集会施設及び防災倉庫とする。 

 （事前協議書の写しの縦覧方法） 

第１０５条 第４３条から第５０条までの規定は、開発事業事前協議書の

写しの縦覧方法について準用する。 

 （事業計画の案内板の設置及び届出） 

第１０６条 条例第７１条第１項の事業計画の案内板は、様式第５９号と

する。 

２ 条例第７１条第３項の規定による届出は、事業計画案内板設置届出書

（様式第６０号）により行わなければならない。 

３ 条例７１条第４項の建築計画の概要は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 構造、規模及び用途 

 ⑵ 敷地の規模 

 ⑶ 土地利用計画図 

 ⑷ 近隣住民に対する日照に関する影響 

 ⑸ テレビジョン放送の電波の受信障害の範囲及びその対策 

 ⑹ 工期、工法及び建築敷地内外の安全対策の概要 

 ⑺ その他中高層建築物の建築に伴い近隣住民の住環境に影響を及ぼす

事項で市長が必要と認めるもの 

４ 開発事業者は、条例第７１条第４項、第５項又は第６項の規定により

行った説明の内容について、当該説明を行った日の翌日から起算して１

０日以内に近隣住民等説明報告書（様式第６１号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

５ 条例第７１条第４項の規定による説明をしたときは、前項の近隣住民

等説明報告書に当該説明に使用した図書と同一の図書を添付しなければ

ならない。 

６ 条例第７１条第５項のその他必要があると認めるときは、第６条に規

定する者の要望があるとき、又は市長が周辺環境に影響を及ぼすと判断
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するときとする。 

 （開発事業に関する協議調整会の開催請求） 

第１０７条 連署住民又は開発事業者は、条例第７３条第１項の規定によ

り協議調整会の開催を求めるときは、協議調整会開催請求書（様式第６

２号）により行わなければならない。 

２ 連署住民は、協議調整会開催請求書を提出するときは、協議調整会開

催請求署名簿（様式第６３号）を添付しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による請求があったときは、当該請求の日の翌

日から起算して２１日以内に協議調整会開催請求署名簿の審査をする

ものとする。 

 （協議調整会の開催の公告） 

第１０８条 市長は、条例第７３条第２項の規定により協議調整会を開催

するときは、次に掲げる事項を公告するものとする。 

 ⑴ 協議調整会の開催日時及び開催場所 

 ⑵ その他協議調整会の開催に関し必要な事項 

 （協議調整会への出席依頼） 

第１０９条 市長は、条例第７３条第３項の規定により協議調整会の出席

を求める場合は、協議調整会出席依頼書（様式第６４号）によるものと

する。 

 （協議調整会の議長） 

第１１０条 協議調整会の議長は、市の職員のうちから市長が指名する者

をもって充てるものとする。 

２ 協議調整会は、議長が主宰する。 

３ 議長は、協議調整会の運営を円滑に行うために必要な措置を講ずるこ

とができる。 

 （指導書の交付） 

第１１１条 条例第７４条第１項の指導書は、様式第６５号とする。 

 （指導書の写しの縦覧方法） 

第１１２条 第４３条から第５０条までの規定は、指導書の写しの縦覧方

法について準用する。 

 （開発事業申請書等の提出） 

第１１３条 条例第７５条第１項の開発事業申請書は、様式第６６号とし 

、同項の指導書に対する見解書は、様式第６７号とする。 
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２ 開発事業申請書及び指導書に対する見解書の提出に当たっては、別表

第１に定める図書を添付しなければならない。 

 （開発事業申請等の写しの縦覧方法） 

第１１４条 第４３条から第５０条までの規定は、開発事業申請書等の写

しの縦覧方法について準用する。 

 （開発基準適合確認通知書等の交付） 

第１１５条 条例第７７条第１項の開発基準適合確認通知書は、様式第６

８号とし、同項の開発事業計画補正通知書は、様式第６９号とする。 

２ 条例第７７条第１項の規則で定める期間は、条例第７５条第１項の開

発事業申請書等の提出があった日から、次に掲げる開発事業の区分に応

じて、当該各号に定める期間とする。ただし、条例第７９条第１項の規

定による届出があった場合には開発事業申請書等の提出があった日から

当該届出があった日まで、条例第８５条第６項の規定により開発事業申

請再考要請書の提出があった場合には当該提出があった日から条例第８

５条第７項の規定による要請をした日まで（同項の規定による助言又は

提案を行う場合にあっては、当該助言又は提案を行った日まで）の期間

を除く。 

 ⑴ 条例第８８条第１項の大規模開発事業 ２８日以内  

 ⑵ 前号以外の開発事業 ２１日以内  

３ 条例第７７条第２項の開発基準不適合通知書は、様式第７０号とする。 

 （開発基準適合確認通知書等の写しの縦覧方法） 

第１１６条 第４３条から第５０条までの規定は、開発基準適合確認通知

書又は開発基準不適合通知書の写しの縦覧方法について準用する。 

 （開発事業に関する協定の軽易な変更） 

第１１７条 条例第７８条第２項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げ

るものとする。  

 ⑴ 公共・公益施設の位置、形状及び規模のいずれにも変更を生じない

もの  

 ⑵ 公共・公益施設の位置、形状及び規模の変更を生じるもので当該公

共・公益施設の機能に著しい支障が生じるおそれがないと市長が認め

るもの 

 （開発事業変更届出書及び開発事業変更申請書） 

第１１８条 条例第７９条第１項に規定する開発事業の計画を変更する旨
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の書面は、開発事業変更届出書（様式第７１号）とし、同条第２項に規

定する開発事業の計画の変更の内容等を記載した書面は、開発事業変更

申請書（様式第７２号）とする。 

２ 条例第７９条第１項及び第２項の規則で定める軽易な変更は、次に掲

げるものとする。 

 ⑴ 次に掲げる変更であって、公共・公益施設の位置、形状及び規模並

びに機能に及ぼす影響が極めて少ないと市長が認めるもの 

  ア 開発区域又は敷地の位置又は規模の変更 

  イ 建築物の位置又は形状の変更 

ウ 水道施設又は下水道施設の接続先の変更 

 ⑵ 工事の着手予定年月日又は完成予定年月日の変更 

 ⑶ その他市長が前各号の変更と同程度であると認める変更 

 （開発基準適合再確認通知書） 

第１１９条 条例第７９条第２項の開発基準適合再確認通知書は、様式第

７３号とする。 

 （近隣住民等変更計画説明実施報告書） 

第１２０条 開発事業者は、条例第７９条第３項の規定による説明をした

ときは、当該説明を行った日の翌日から起算して７日以内に近隣住民等

変更計画説明実施報告書（様式第７４号）を市長に提出しなければなら

ない。 

 （工事の施工方法等についての協議対象者） 

第１２１条 条例第８１条第１項の規則で定める者は、開発区域の境界線

から幅員５メートル以上の他の道路に接続するまでの間の幅員が５メー

トル未満の道路が工事用車輌の経路となる場合において、当該道路に接

している敷地にある建築物の全部若しくは一部を所有し、又は占有する

者とする。 

 （開発事業工事着手届出書等） 

第１２２条 条例第８１条第２項の規定による届出は、開発事業工事着手

届出書（様式第７５号）により行うものとする。 

２ 条例第８１条第３項の規定による届出は、開発事業工事完了届出書兼

完了検査申出書（様式第７６号）により行うものとする。 

３ 条例第８１条第４項の規定による届出は、開発事業工事（中断・廃止 

）届出書（様式第７７号）により行うものとする。  
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４ 条例第８１条第４項の規定による周知は、開発事業に関する工事を中

断し、又は廃止した旨の掲示板を開発区域内の見やすい場所に設置する

ことにより行うものとする。 

 （工事の検査） 

第１２３条 条例第８２条第１項の中間検査は、市長が必要と認める工事

について行うものとし、開発事業者は、中間検査を受けるに当たっては 

、中間検査申出書（様式第７８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の中間検査申出書により中間検査を行い、中間工事が審

査基準に適合していると認めたときは、中間検査適合通知書（様式第７

９号）を交付するものとする。 

３ 開発事業者は、条例第８２条第１項の規定による完了検査を受けるに

当たっては、開発事業工事完了届出書兼完了検査申出書を市長に提出し

なければならない。 

４ 条例第８２条第２項の完了検査適合通知書は、様式第８０号とし、同

項の是正すべき内容を記載した通知書は、完了検査結果是正通知書（様

式第８１号）によるものとする。 

 （公共・公益施設の管理及び帰属に係る措置等） 

第１２４条 開発事業者は、条例第８３条第１項の規定により市の管理に

属し、又は同条第２項の規定により市へ帰属する公共・公益施設につい

ては、円滑な管理又は帰属を行うため、市長の指示に従い、当該施設の

確定測量、境界石の埋設、境界図及び施設完成図の作成等を行わなけれ

ばならない。 

２ 開発事業者は、前項の規定により公共・公益施設を市へ帰属する場合

は、公共・公益施設採納申込書（様式第８２号）又は公共・公益用地採 

納申込書（様式第８３号）により、市長に申し込まなければならない。 

３ 開発事業者は、開発事業に係る公共・公益施設の設置又は管理に瑕疵

があったときは、自らの責任と負担において補修を行わなければならな

い。 

４ 開発事業者は、市の管理に属さない、又は市へ帰属しない公共・公益

施設があるときは、当該施設の利用者等が適正な維持管理を行う旨の規

約等を設け、市長に提出しなければならない。 

 （まちづくり計画確認の通知） 

第１２５条 条例第８５条第１項のまちづくり計画確認通知書は、様式第
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８４号とする。 

 （速達手続の申請） 

第１２６条 条例第８５条第４項の開発事業の速達手続の申請は、速達手

続適用申請書（様式第８５号）により行うものとする。 

 （速達手続の通知） 

第１２７条 条例第８５条第５項の規定による通知は、速達手続決定通知

書（様式第８６号）により行うものとする。 

２ 市長は、開発事業の速達手続を行わないときは、その旨を速達手続不

承認決定通知書（様式第８７号）により、当該申請をした開発事業者に

通知するものとする。 

 （開発事業の再考要請） 

第１２８条 条例第８５条第６項の開発事業申請再考要請書は、様式第８

８号とし、同項の規定による提出に当たっては、開発事業申請再考要請

署名簿（様式第８９号）を添付しなければならない。 

２ 市長は、開発事業申請再考要請書の提出があったときは、提出の日の

翌日から起算して２１日以内に開発事業申請再考要請署名簿を審査しな

ければならない。 

 （開発事業手続台帳） 

第１２９条 条例第８６条の開発事業手続台帳は、様式第９０号とし、同

条の規則で定める開発手続の状況は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 条例第６６条第１項の開発基本計画の届出状況  

 ⑵ 条例第７７条第１項の開発基準適合確認通知書及び開発事業計画補

正通知書並びに同条第２項の開発基準不適合通知書の交付状況 

 ⑶ 条例第７８条第１項の規定による協定の締結状況 

⑷ 条例第７９条第１項の規定による届出並びに同条第２項の変更の内

容等を記載した書面の提出及び同項の開発基準適合再確認通知書の交

付状況 

 ⑸ 条例第８１条第４項の規定による中断又は廃止の届出状況 

 ⑹ 条例第８２条第２項の完了検査適合通知書及び是正すべき内容を記

載した通知書の交付状況 

 ⑺ 条例第８７条第１項の規定による届出状況 

 ⑻ 条例第８８条第１項の大規模土地利用構想の届出状況 

 ⑼ 条例第１１７条第１項の規定による公表状況 
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 ⑽ その他市長が必要と認める図書の提出、交付等の状況 

 （大規模土地取引行為の届出等） 

第１３０条 条例第８７条第１項の規定による届出は、大規模土地取引行

為届出書（様式第９１号）により行うものとする。 

２ 条例第８７条第２項の規定による助言は、大規模土地取引行為の届出

に関する助言通知書（様式第９２号）により行うものとする。 

 （土地利用構想の届出） 

第１３１条 条例第８８条第１項の規定による届出は、大規模土地利用構

想届出書（様式第９３号）により行うものとし、次に掲げる図書を添付

しなければならない。 

 ⑴ 開発区域の案内図 

 ⑵ 土地利用構想図 

 ⑶ 開発区域及びその周辺の状況を示す写真 

 ⑷ まちづくり基本計画との整合を検討した図書 

 ⑸ その他市長が必要と認める図書 

２ 前項の規定により市長に提出する書類の部数は、正副２通とする。 

 （土地利用構想に係る説明会） 

第１３２条 条例第８９条第２項の規定による説明会を開催するときは、

当該説明会の７日前までに開発区域内の見やすい場所に、土地利用構想

説明会標識（様式第９４号）を設置するものとする。 

２ 大規模開発事業者は、前項の規定により土地利用構想説明会標識を設

置したときは、当該標識を設置した日の翌日から起算して７日又は前項

の説明会の開催の前日のいずれか早い日までに、土地利用構想説明会標

識設置届出書（様式第９４号の２）により、市長に届け出なければなら

ない。 

３ 条例第８９条第３項の規定による提出は、大規模土地利用構想説明会

結果報告書（様式第９５号）により行うものとする。 

 （大規模開発事業に関する意見書等） 

第１３３条 条例第９０条第１項の大規模土地利用構想に関する意見書は 

、様式第９６号とする。 

２ 条例第９１条第１項の規定による見解書を提出するときは、大規模土

地利用構想に関する見解書（様式第９７号）により行うものとする。 

３ 市長は、条例第９２条第３項の規定により大規模開発事業者に公聴会
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の出席を要請するときは、公聴会出席要請書（様式第９８号）により行

うものとする。 

４ 条例第９３条第１項の規定による通知は、大規模開発事業の地域特性

基準通知書（様式第９９号）により行うものとする。 

 （開発事業会議） 

第１３４条 市長は、開発事業に関する助言、指導及び審査を行うに当た 

り関係部課で協議を行うため、開発事業会議を置くものとする。 

 （小規模開発事業申請書の提出） 

第１３５条 小規模開発事業者は、条例第９４条第１項の小規模開発事業

申請書を提出するに当たっては、事前に関係部課と協議するものとする。  

２ 条例第９４条第１項の小規模開発事業申請書は、様式第１００号とす

る。 

３ 小規模開発事業申請書の提出に当たっては、別表第１に定める図書を

添付しなければならない。 

 （小規模開発事業標識の設置及び届出） 

第１３６条 条例第９５条第１項の標識は、小規模開発事業標識（様式第

１０１号）によるものとする。 

２ 小規模開発事業者は、小規模開発事業申請書を提出したときは、当該

申請の翌日から起算して７日以内に、前項の標識を開発区域の見やすい

場所に設置しなければならない。 

３ 第１項の標識は、小規模開発事業が完了するまでの間、設置しておか

なければならない。 

４ 小規模開発事業者は、第１項の規定により標識を設置したときは、当

該標識を設置した日の翌日から起算して７日以内に、小規模開発事業標

識設置届出書（様式第１０１号の２）により、市長に届け出なければな

らない。 

 （小規模開発事業の説明会の開催） 

第１３７条 小規模開発事業者は、条例第９５条第３項の規定により説明

会を行う場合は、開催日の７日前までに、日時及び場所を文書等により

周知するものとする。 

 （小規模開発基準適合確認通知書等の交付等） 

第１３８条 条例第９６条第１項の小規模開発基準適合確認通知書は、様

式第１０２号とし、同項の小規模開発事業計画補正通知書は、様式第１
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０３号とする。 

２ 前項の通知書は、小規模開発事業申請書の提出があった日の翌日から

起算して１４日以内に交付するものとする。 

３ 条例第９６条第２項のいずれの基準に適合しないかについて記載した

書面は、小規模開発基準不適合通知書（様式第１０４号）とする。 

 （小規模開発事業の廃止） 

第１３９条 条例第９７条第１項の規定による届出は、小規模開発事業工

事廃止届出書（様式第１０５号）により行うものとする。 

２ 条例第９７条第１項の規定による周知は、小規模開発事業に関する工

事を廃止した旨の掲示板を開発区域の見やすい場所に設置して行うもの

とする。 

 （小規模開発手続台帳） 

第１４０条 市長は、小規模開発事業の手続の状況を記載した小規模開発

事業手続台帳（様式第１０６号）を作成し、これを公表するものとする。 

２ 前項の小規模開発事業の手続の状況は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 条例第８２条第２項の完了検査適合通知書及び同項の是正すべき内

容を記載した通知書の交付状況 

 ⑵ 条例第９４条第１項の小規模開発事業申請書の提出状況 

⑶ 条例第９６条第１項の小規模開発基準適合確認通知書及び同条第２

項のいずれの基準に適合していないかについて記載した書面の交付状

況 

 ⑷ その他市長が必要と認める図書の提出、交付等の状況 

    第３節 開発事業紛争の流れ 

 （調整委員会の組織等） 

第１４１条 条例第１０３条の調整委員会の委員は、３人をもって組織す

る。 

２ 委員は、法律、建築、環境等に関し、識見を有する者のうちから市長

が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

４ 委員は、再任することができる。 

 （調整委員会の委員長） 

第１４２条 調整委員会に委員長を置く。 
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２ 委員長は、委員の互選による。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ、

委員長が指名した委員がその職務を代理する。 

 （調整委員会の会議） 

第１４３条 調整委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長と

なる。 

２ 調整委員会は、２名以上の委員の出席がなければ、会議を開くことが

できない。 

３ 調整委員会は、紛争の調整に関し、特に必要があると認める者の出席

又は資料の提出を求めることができる。 

 （調整の議事進行） 

第１４４条 委員長は、会議において、著しく秩序を乱した者又は議事の

妨害となる行為等をした者について退席を命じることができる。 

２ 当事者は、会議において、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をして

はならない。 

 （手続の非公開） 

第１４５条 調整の手続は、公開しない。 

 （調整委員会の庶務） 

第１４６条 調整委員会の庶務は、都市デザイン部開発建築課において処

理する。 

 （紛争調整の事項） 

第１４７条 条例第１０３条の紛争の調整については、次に掲げる事項は

対象としない。 

 ⑴ 資産価値又は事業活動への影響に関するもの 

 ⑵ 土地の所有権又は私道の通行権等の権利の認定等に関するもの 

 ⑶ 国又は地方公共団体が当事者となるもの 

 ⑷ その他市長が不適当と認めるもの 

 （紛争調整の申出） 

第１４８条 条例第１０４条の規定による申出は、紛争調整申出書（様式

第１０７号）により行うものとする。 

２ 前項の申出は、同一の者が同一の開発事業に対し、重複してこれを行

うことができない。 
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 （紛争調整の通知） 

第１４９条 市長は、条例第１０５条第１項の規定により紛争の調整を調 

整委員会に行わせるときは、その旨を関係当事者に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、調整開始通知書（様式第１０８号）により行うものと

する。 

 （調整の出席者の範囲等） 

第１５０条 調整に出席することができる者は、次に掲げる者とする。 

 ⑴ 近隣住民、周辺住民及び第６条に規定する者 

 ⑵ 建築主、設計者及び工事施工者 

 ⑶ 近隣住民が依頼した２親等内の者 

 ⑷ 第１号又は第２号に掲げる者の代理人で調整委員会が認めたもの 

２ 調整委員会は、前項の規定にかかわらず、調整の円滑な進行に必要が

あると認める者を調整に出席させることができる。 

３ 調整委員会は、会場等の都合により第１項に規定する出席者の数を制

限することができる。 

４ 当事者は、第１項第４号の代理人を定めようとするときは、代理人選

任届出書（様式第１０９号）により調整委員会に届け出なければならな

い。 

５ 調整委員会は、調整に代理人が出席する場合には、代理関係の確認を

するために代理人に対して書証の提出を求めることができる。 

 （代表者の選定） 

第１５１条 調整委員会は、調整の手続のため必要があると認めるときは 

、当事者の中から、調整の手続における１人又は数人の代表者を選定す

るよう、当事者に求めることができる。 

２ 当事者は、前項の規定により代表者を選定したときは、代表者選定届

出書（様式第１１０号）により調整委員会に届け出なければならない。 

 （調整案の受諾勧告） 

第１５２条 条例第１０５条第４項の規定による受諾の勧告は、調整案受

諾勧告書（様式第１１１号）により行うものとする。 

２ 当事者は、前項の規定により勧告を受けたときは、調整案を受諾する

か否かについて、調整案受諾勧告に対する回答書（様式第１１２号）に

より、調整委員会に回答しなければならない。 

 （調整の終結等） 
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第１５３条 市長は、条例第１０６条第３項の規定により調整委員会から

報告を受けたときは、調整終結・打切通知書（様式第１１３号）により

当事者に通知するものとする。 

   第６章 補則  

 （適用除外の法人） 

第１５４条 条例第１１１条第１項第２号の規則で定める国、地方公共団

体に準ずる法人は、次に掲げる法人とする。 

 ⑴ 国又は県が出資する法人  

 ⑵ 独立行政法人都市再生機構 

 （市長が認めるその他の行為） 

第１５５条 条例第１１１条第１項第７号の市長が認める行為は、次の各

号にいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 一時的な利用（２年以内に別の用途として利用する計画があるもの 

）で、かつ、次に掲げる行為並びに条例第６６条第１項第４号の地区

内及び同項第５号の区域内で行う第５条で定める行為とする。 

ア 自動車駐車場等の設置 

イ 資材置場の設置 

⑵ 八潮市宅地開発指導要綱（平成元年告示第３３号）又は条例により

完了検査済の証を受けた土地における次のいずれにも該当する建築行

為 

  ア 建物の延べ面積の合計が５００平方メートル未満の建築 

  イ 建物の高さが１０メートル未満の建築 

ウ 基準に基づいてつくられた緑地等の形状に変更のないもの 

２ 市長は、前項第１号に規定する行為として認めた行為が同号に規定す

る期限内に終了しない場合において、進捗状況その他の客観的な事情を

勘案して延長することについてやむを得ないと認めるときは、当該期限

を延長することができる。 

３ 市長は、前２項の規定については、届出により内容を確認しなければ

ならない。 

 （地位の承継の手続） 

第１５６条 条例第６６条第１項若しくは第８８条第１項の規定による届

出又は第９４条第１項の規定による提出があった開発事業者について条

例第１１２条の相続等の一般承継があったときは、相続人等は、開発事 
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業地位承継報告書（様式第１１４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 相続等の一般承継によらず、条例第６６条第１項若しくは第８８条第

１項の規定による届出又は条例第９４条第１項の規定による提出があっ

た開発事業者について地位を承継しようとする者は、開発事業地位承継

申請書（様式第１１５号）を市長に提出し、その承認を受けなければな

らない。  

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

その結果を開発事業地位承継（承認・不承認）通知書（様式第１１６号 

）により当該申請をした者に通知するものとする。  

 （報告の要請等） 

第１５７条 市長は、条例第１１３条の規定により報告を求めるときは、

報告要請書（様式第１１７号）により行うものとする。 

２ 前項の規定により報告を求められた者は、速やかに報告書（様式第１

１８号）により市長に報告しなければならない。 

 （開発事業の身分証明書） 

第１５８条 条例第１１４条第２項の証明書は、身分証明書（様式第１１

９号）とする。 

 （公表の方法） 

第１５９条 条例第１１７条第１項の必要な事項は、次に掲げるものとす

る。 

 ⑴ 開発事業者が法人である場合にあっては、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地 

 ⑵ 勧告又は命令の内容及び正当な理由がなく当該勧告又は命令に従わ

なかった旨 

 ⑶ 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項 

 （意見陳述の機会の付与） 

第１６０条 条例第１１７条第２項の規定による通知は、次に掲げる事項

を記載した公表通知書（様式第１２０号）により行うものとする。 

 ⑴ 公表しようとする事実並びにその根拠となる条例及び規則の条項 

 ⑵ 公表しようとする理由 

 ⑶ 次項に規定する意見書の提出先及び提出期限 

 ⑷ 口頭で意見を述べることを申し立てることができる旨 

２ 条例第１１７条第２項の規定による意見陳述は、当該公表に関する意
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http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j95_k2
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0001001001.html#y1
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#top
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0000993001.html#j95_k2


- 34 - 

見を記載した書面（次項において「意見書」という。）を市長に提出し

て行うものとする。この場合において、証拠書類等を提出することがで

きる。 

３ 前項の規定にかかわらず、当該意見陳述人の申立てがあったときは、

意見書を提出した後、市長は口頭で意見を述べる機会を与えなければな

らない。 

 （接道部の緑化基準） 

第１６１条 条例別表第３の２民間施設の項の規則で定める接道部の緑化

基準は、別表第２のとおりとする。 

 （開発事業の基準） 

第１６２条 条例別表第４に定める開発事業の基準のうち、規則で定める

ものは、別表第３のとおりとする。 

 （技術基準） 

第１６３条 条例別表第５に定める法に基づく技術基準のうち、規則で定

めるものは、別表第４のとおりとする。 

 （立地基準） 

第１６４条 条例別表第６に定める法に基づく立地基準のうち、規則で定

めるものは、別表第５のとおりとする。 

 （協定に当たっての基準） 

第１６５条 条例別表第７の５地番表示板の設置の項の規則で定める基準

は、別表第６のとおりとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。ただし、第５章及

び第６章並びに次項（第４号及び第６号に限る。）の規定は、平成２４

年１月１日から施行する。 

 （八潮市建築協定に関する公聴会規則等の廃止） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

 ⑴ 八潮市建築協定に関する公聴会規則（昭和４８年規則第９号） 

 ⑵ 八潮市建築協定書の縦覧規則（昭和４８年規則第１０号） 

 ⑶ 八潮市緑化推進及び緑の保全に関する条例施行規則（昭和６０年規

則第６号） 

 ⑷ 八潮市特定建築物の建築に係る良好な近隣関係の保持に関する条例
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施行規則（平成１３年規則第３号） 

 ⑸ 八潮市みんなで景観まちづくり条例施行規則（平成１７年規則第７

号） 

 ⑹ 八潮市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則 

（平成１８年規則第５号） 

 （経過措置） 

３ この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則によ

る廃止前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則に

定める相当様式による申請書等とみなす。 

４ この規則の施行の際現にあるこの規則による廃止前のそれぞれの規則

に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

 （八潮市高度地区に関する規則の一部改正） 

５ 八潮市高度地区に関する規則（平成１９年規則第３８号）の一部を次

のように改正する。 

  第４条第２項を次のように改める。 

 ２ 前項の説明及び報告については、八潮市みんなでつくる美しいまち

づくり条例（平成２３年条例第９号）第６７条第２項から第７項まで

の規定を準用する。 

   附 則 

  （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙

については、当分の間、取り繕って使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙

については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

別表第１（第１０２条、第１１３条、第１３５条関係） 

開発事業 書 類 開 発 事 開発事 小 規 模 提出部数

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/word/010010021.pdf
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業 事 前

協 議 書

の 提 出

時 に 提

出 す る

もの 

業申請

書等の

提出時

に提出

するも

の 

開 発 事

業 申 請

書 の 提

出 時 に

提 出 す

るもの 

等 

全 て の 開

発事業 

⑴ 委任状 〇 〇 〇 正本・副

本・縦覧

用各１部

（小規模

開発事業

の申請は

正本及び

副本）（Ａ

４ファイ

ル つ づ

り） 

⑵ 土地登記事項

証明書（全部事

項 証 明 書 に 限

る。）（写し可）

（区画整理施行

中の場合は、仮

換地証明書等の

写しも添付） 

 

 

 

〇 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

⑶ 開発事業打合

せ書 
○   

⑷ 小規模開発事

業打合せ書 
  ○ 

⑸ 各課助言・指

導協議書 
 〇  

⑹ 案内図 〇 ○ 〇 

⑺ 現況図 〇 ○ 〇 

⑻ 現況及び周辺

の写真 
○ ○ 〇 

⑼  公 図 の 写 し

（区画整理施行

中の場合は、仮

換地図等の写し

を添付） 

〇 ○ 〇 

⑽ 実測求積図 〇 ○ 〇 

⑾ 土地利用計画 〇 〇 〇 
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図（配置図） 

⑿ 造成計画平面

図及び断面図 
〇 〇 〇 

⒀ 排水施設計画

平面図（汚水）

及び排水施設等

構造図 

○ ○ ○ 

⒁ 排水施設計画

平面図（雨水）

及び排水施設等

構造図 

○ ○ ○ 

⒂ 給水施設計画

平面図 
○ ○ ○ 

⒃  植 栽 計 画 図

（ 面 積 表 を 含

む。） 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

⒄ 土留め擁壁等

断面図（配筋ピ

ッチ等記入） 

○ ○ ○ 

⒅ 公共施設等構

造図（道路、清

掃施設等） 

○ ○ ○ 

⒆ 工事車両通行

経路図 
○   

⒇ 景観計画協議

書 
〇   

(21) その他市長が

必要と認める図

書 

〇 〇 〇 

建 築 行 為

を 伴 う 開

発事業 

⑴ 配置図 〇 〇 〇 正本・副

本・縦覧

用各１部

⑵ 各階平面図 〇 〇 〇 

⑶ 立面図（２面 〇 〇 〇 
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以上） （小規模

開発事業

の申請は

正本及び

副本） 

（ただし 

、テレビ

電波障害

調査報告

書につい

ては、正

本のみ） 

（Ａ４フ

ァイルつ

づり） 

⑷ 中高層建築物

については、日

影図 

〇 〇  

⑸ 中高層建築物

については、テ

レビ電波障害調

査報告書 

〇 〇  

⑹ その他市長が

必要と認める図

書 

〇 〇 〇 

別表第２（第１６１条関係） 

項 目 開発事業の基準 

条 例 別 表 第 ３

の ２ 民 間 施 設

の 項 の ⑶ の 規

則 で 定 め る 接

道 部 の 緑 化 基

準 

⑴ 接道部の緑化（敷地のうち、道路に接する部分に

樹木を列植することをいう。）の長さは、道路に接

する部分の長さに次の表に掲げる数値を乗じて得た

長さ以上とする。 

接道部緑化率表         

敷地面積 

 

 

 

 

 

建築物 

の用途 

２ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

２ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

５ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以上１，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

１，００

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

３，００

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

住宅（長屋及

び共同住宅

敷 地 面

積に１，

０.４ ０．５ ０．６ 
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を含む。）、

宿泊施設 

０ ０ ０

分 の ２

を 乗 じ

て 得 た

数値 

屋外運動競

技施設、屋外

娯楽施設、墓

地、廃棄物等

の処理施設 

敷 地 面

積に１，

０ ０ ０

分 の ３

を 乗 じ

て 得 た

数値 

０．６ ０．７ ０．７ 

庁舎、学校、

医療施設、福

祉施設、集会

施設 

敷 地 面

積に１，

０ ０ ０

分の２.

５ を 乗

じ て 得

た数値 

０．５ ０．６ ０．７ 

工場、店舗、

事務所その

他の施設 

敷 地 面

積に１，

０ ０ ０

分 の １

を 乗 じ

て 得 た

数値 

０．２ ０．３ ０．５ 

備考 やむを得ない事情があると市長が認めた場合

は、次の計算式によって算出した面積を代替緑地

として開発区域内に確保するものとする。 

代替緑地面積＝（必要接道部緑化延長（メートル） 

－計画接道部緑化延長（メートル））×０．３平方メー

トル 
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⑵ 接道部の植樹帯の幅は、３０センチメートル以上

とする。 

別表第３（第１６２条関係） 

項 目 開発事業の技術基準 

１ 条例別表

第４の１道

路の項の⑸

の規則で定

める基準 

１ 転回広場 

  建築基準法施行令第１４４条の４第１項第１号ハに

よる自動車転回広場の基準（昭和４５年建設省告示第

１８３７号）による自動車の転回広場が設けられてい

ること。 

（取付例） 
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２ すみ切りの長さ 

  すみ切りの長さは、次のとおりとする。 

                単位 メートル 

道路

幅員 

40 

以

上 

 

20

以

上 

40

未

満 

15

以

上 

20

未

満 

12

以

上 

15

未

満 

10 

以

上 

12 

未

満 

8

以

上 

10

未

満 

6

以

上 

8

未

満 

4

以

上 

6

未

満 

40以上 

12 10 8 6 － － － － 

15 12 10 8 － － － － 

8 8 6 5 － － － － 

20以上 

40未満 

10 10 8 6 5 － － － 

12 12 10 8 6 － － － 

8 8 6 5 4 － － － 

15以上 

20未満 

8 8 8 6 5 5 5 － 

10 10 10 8 6 6 6 － 

6 6 6 5 4 4 4 － 

12以上 

15未満 

6 6 6 6 5 5 5 － 

8 8 8 8 6 6 6 － 

5 5 5 5 4 4 4 － 

10以上 － 5 5 5 5 5 5 3 
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12未満 － 6 6 6 6 6 6 4 

－ 4 4 4 4 4 4 2 

8 以上 

10未満 

－ － 5 5 5 5 5 3 

－ － 6 6 6 6 6 4 

－ － 4 4 4 4 4 2 

6 以上 

8 未満 

－ － 5 5 5 5 5 3 

－ － 6 6 6 6 6 4 

－ － 4 4 4 4 4 2 

4 以上 

6 未満 

－ － － － 3 3 3 3 

－ － － － 4 4 4 4 

－ － － － 2 2 2 2 

備考 

⑴ 上段 交差角 ９０°前後  

  中段 交差角 ６０°以下 

    下段 交差角 １２０°以上 

⑵ 次に掲げる場合については、この表を適用しな

い。 

 ア 工業団地等で大型車の出入りが見込まれる場

合 

 イ 交差し、又は接続する道路の幅員がそれぞれ

６メートル以上８メートル未満の場合であっ

て、交通の安全上、開発区域周辺に著しい影響

を及ぼすおそれがないと道路管理者が認めたと

き。この場合において、すみ切りの長さは３メ

ートルを下ることはできない。 

 ウ 交差し、又は接続する道路に歩道がある場合

であって、交通の安全上支障がないと道路管理

者が認めたとき。 

 エ 土地区画整理事業によりすみ切りが計画さ

れ、又は設けられた場合 

 オ 建築基準法第４２条第１項第５号による位置

の指定を受けた道路の場合 



- 43 - 

⑶ 道路の片側にすみ切りを設ける場合 

  道路の両側にすみ切りを設けることが困難であ

ると市長が認めた場合は、道路の片側に次のとお

りのすみ切りを設けなければならない。 

 ア 交差し、又は接続する道路の幅員が４メート

ル以上６メートル未満の場合は、隅角を挟む辺

の長さが３メートルの二等辺三角形となるすみ

切り 

 イ 交差し、又は接続する道路の幅員が６メート

ル以上８メートル未満の場合は、隅角を挟む辺

の長さが４メートルの二等辺三角形となるすみ

切り 

 ウ 交差し、又は接続する道路の幅員が８メート

ル以上の場合は、市長と協議の上、必要と認め

られる長さのすみ切り  

２ 条例別表

第４の２公

園の項の⑶

の規則で定

める公園内

の施設及び

構造等の基

準 

１ 公園の施設 

公園内施設等は、次の表により設けること。この場

合において、当該施設等の配置、構造等は市と協議す

ること。 

公園面積 

 

 

 

 

施設名称 

１００平方

メートル以

上３００平

方メートル

未満 

３００平方

メートル以

上 
備  考 

公園灯 別途協議 別途協議 公園の規模、周辺

環境等により必要

ないと認められる

場合は、この限り

でない。 

ベンチ ２ 別途協議  
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水飲み場又

は散水栓 

１ １ 公園の規模によ

り、必要ないと認

められる場合は、

この限りでない。  

遊具（ブラン

コ、滑台、鉄

棒、スプリン

グ遊具、健康

遊具等） 

２以上 別途協議  

２ 公園の構造  

 ⑴ 周囲に生垣、フェンス等の安全柵を設けること。 

 ⑵ ２箇所以上の出入口を設けることとし、そのうち

１箇所は、道路に面するとともに管理車両が搬入可

能な車止め構造とすること。 

 ⑶ 地表勾配は、原則として４パーセント以下とし、

やむを得ない場合は、８パーセント以下とすること。 

 ⑷ 雨水施設を設置する場合は、透水性を有する構造

とすること。 

 ⑸ 公園内の植栽面積は敷地面積の３０パーセント以

上とし、植栽本数は植栽面積１０平方メートル当た

り高木１本及び低木２０本以上とすること。 

３ 条例別表

第４の３敷

地面積の最

低限度の項

の⑵の規則

で定める良

好な住居等

の環境の形

成又は保持

のため支障

がないもの 

 

区 域 支障がないもの 

ア 市街化 

調整区域 

１ 法第３４条第１３号及び第１４号に

掲げる開発行為 

２ 条例別表第６の２法第３４条第１２

号の規定により定める開発行為の項の

エ及びクに定める開発行為 

３ 平成１５年６月１日以後に区画の変

更のない土地において行う開発行為 

４ 自己の居住の用に供する建築物の敷
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地を分割し、当該敷地に自己の居住の

用に供する建築物を建築する開発行為

（ただし、分割された土地のうち、開

発行為のある土地の敷地面積の最低限

度は３００平方メートルとし、開発行

為のない土地の敷地面積の最低限度は

２００平方メートルする。） 

イ 法第１

２条の４

の規定に

より定め

られる地

区計画等

の区域 

１ 地区計画を定めた日（八潮南部地区

にあっては、地区計画を定めた日から

１年を経過した日。以下「制定日」と

いう。）において、現に地区計画に規

定する建築物の敷地面積の最低限度

（以下この表において｢当該規定｣と

いう。）に不適合な土地で、その全部

を一の敷地として使用するもの 

２ 制定日に当該規定に適合している土

地が、制定日以後の減歩により不適合

となった土地で、その全部を一の敷地

として使用するもの 

３ 換地処分により当該規定に不適合と

なった土地で、その全部を一の敷地と

して使用するもの 

４ 土地区画整理事業の施行上やむを得

ず当該規定に不適合となった保留地で 

、その全部を一の敷地として使用する

もの 

５ 相続又は生前贈与（以下「相続等」

という。制定日以後最初に発生した相

続等に限る。）により、やむを得ず土

地を分割するもの 

６ 相続税の物納又は金銭納付のための

土地の分割により、当該規定に不適合
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となった土地へ建築するもの（制定日

以後最初に発生した相続に限る。ただ

し、建築物の敷地面積の最低限度は、

仮換地後の面積で１００平方メートル

とする。） 

７ 共有持分（制定日において持分登記

されている者に限る。）によりやむを

得ず土地を分割するもの 

８ 建築物の敷地面積の最低限度で土

地を分割し、最後に残った土地が当該

最低限度未満となった場合において、

当該土地を１００平方メートル以上

として利用するもの 

ウ ア及び

イ以外の

区域 

１ 平成２４年１月１日（以下「基準日」

という。）において、現に当該規定に

不適合な土地で、その全部を一の敷地

として利用するもの 

２ 基準日に当該規定に適合している土

地が、基準日以後の減歩により不適合

となった土地で、その全部を一の敷地

として使用するもの 

３ 換地処分により当該規定に不適合と

なった土地で、その全部を一の敷地と

して使用するもの 

４ 相続等（基準日以後最初に発生した

相続等に限る。）により、やむを得ず

土地を分割するもの 

５ 相続税の物納又は金銭納付のための

土地の分割により、当該規定に不適合

となった土地へ建築するもの（基準日

以後最初に発生した相続に限る。） 

６ 共有持分（基準日において持分登記
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されている者に限る。）によりやむを

得ず土地を分割するもの 

７ 建築物の敷地面積の最低限度で土

地を分割し、最後に残った土地が路地

状敷地となった場合において、当該土

地を１００平方メートル以上として

利用するもの   

８ 法律により土地を収用することがで

きる事業の施行に伴い、建築物等の移

転等により、新たな建築敷地として取

得するもの 

９ 道路後退により、当該規定に不適合

な土地で、その全部を一の敷地として

使用するもの  
 

４ 条例別表

第４の４雨

水流出抑制

施設の項の

⑴の規則で

定めるもの 

 一団の土地について住宅の建築を目的として土地の区

割りを行う宅地分譲 

５ 条例別表

第４の５排

水施設の項

の⑴の規則

で定める下

水道排水設

備 

 下水道管の施工に当たっては、次の表を標準とする。 

管 種  下水道用硬質塩化ビニール管 

管 径 

（宅地外本管）２００ミリメート

ル 

（取付管）１５０ミリメートル 

（宅地内排水管）１００ミリメー

トル 

勾 配 

（宅地外本管）０．３５パーセン

ト以上 

（管内流速０．６メートル毎秒～

１．５メートル毎秒の範囲） 

（宅地内排水管）２．０パーセン
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ト以上 

公共桝
ます

 
内径２００ミリメートル（市のマ

ーク入り） 

マンホール 
０号マンホール（市のマーク入

り） 

管路延長 
５０メートル又は管径の１２０

倍以内 

深さ（土かぶり) 

（宅地外本管）道路管理者の指示

に従うこと、又は道路管理者と事

前に協議を行い明記すること。 

（宅地内排水管）２０センチメー

トル以上 

 
 

６ 条例別表

第４の６緑

地の項の⑶

の規則で定

める接道部

の緑化基準 

⑴ 接道部の緑化（敷地のうち、道路に接する部分に樹

木を列植することをいう。）の長さは、道路に接する

部分の長さに次の表に掲げる数値を乗じて得た長さ以

上とする。 

接道部緑化率表         

敷地面積 

 

 

 

 

 

建築物 

の用途 

２ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

２ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

５ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以上１，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

１，００

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

３，００

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

住宅（長屋及

び共同住宅

を含む。）、

宿泊施設 

敷 地 面

積に１，

０ ０ ０

分 の ２

を 乗 じ

て 得 た

０.４ ０．５ ０．６ 
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数値 

屋外運動競

技施設、屋外

娯楽施設、墓

地、廃棄物等

の処理施設 

敷 地 面

積に１，

０ ０ ０

分 の ３

を 乗 じ

て 得 た

数値 

０．６ ０．７ ０．７ 

庁舎、学校、

医療施設、福

祉施設、集会

施設 

敷 地 面

積に１，

０ ０ ０

分の２ .

５ を 乗

じ て 得

た数値 

０．５ ０．６ ０．７ 

工場、店舗、

事務所その

他の施設並

びに第５条

第１号、第２

号、第４号及

び第５号に

規定するも

の 

敷 地 面

積に１，

０ ０ ０

分 の １

を 乗 じ

て 得 た

数値 

０．２ ０．３ ０．５ 

備考 やむを得ない事情があると市長が認めた場合

は、次の計算式によって算出した面積を代替緑

地として開発区域内に確保するものとする。 

代替緑地面積＝（必要接道部緑化延長（メートル） 

－計画接道部緑化延長（メートル））×０．３平方

メートル 

⑵ 接道部の植樹帯の幅は、３０センチメートル以上と

する。   
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７ 条例別表

第４の７消

防水利施設

等の項の⑵

の規則で定

める消防水

利施設の設

置基準及び

消防水利施

設等の整備

基準 

１ 消防水利施設の設置基準 

 ⑴ 開発面積による分類 

開発面積 消防水利施設 設置基準 

１，０００平方メ 

ートル以上２，０

００平方メート

ル未満 

消火栓１基 開発区域の各部 

分が既設の消火

栓から１２０メ

ートル以内に含

まれる場合は、

設置しないこと

ができる。 

２，０００平方メ

ートル以上１０，

０００平方メー

トル未満 

防火水槽（４

０立方メート

ル）１基 

 

１０，０００平方

メートル以上 

防火水槽（１

００立方メー

トル）１基又

は 防 火 水 槽

（４０立方メ

ートル）２基 

 

 ⑵ 延べ床面積による分類 

延べ床面積 消防水利施設 設置基準 

１，０００平方メ

ートル以上２，０

００平方メート

ル未満 

消火栓１基 開発区域の各部

分が既設の消火

栓から１２０メ

ートル以内に含

まれる場合は、設

置しないことが

できる。 

２，０００平方メ

ートル以上１０，

０００平方メー

防火水槽（４０

立方メートル）

１基 
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トル未満 

１０，０００平方

メートル以上 

防火水槽（１０

０立方メート

ル）１基又は防

火水槽（４０立

方メートル）２

基 

 

 備考 

  ⑴ 開発行為と建築行為のいずれにも該当する場 

合は、設置規模の大きい方を適用する。 

  ⑵ 防火対象物で地階を除く階数が５以上又は高さ

が１５メートル以上の建築物を建築する場合は、

消防活動用空地を設置しなければならない。 

  ⑶ 開発面積が１５，０００平方メートル以上で、

かつ、建築物が地階を除く階数が４以上又は軒高

１０メートルを超えるものであって、延べ床面積

が１５，０００平方メートル以上については、市

と協議するものとする。 

  ⑷ 第５条で定める開発事業及び開発面積が２，０

００平方メートル以上３，０００平方メートル未

満の住宅の建築を目的とした区割りを行う宅地分

譲の消防水利施設については、市と協議するもの

とする。 

２ 消防水利施設等の整備基準 

 ⑴ 防火水槽設置基準 

  ア 位置 

 消防車両が吸管投入口又は採水口まで容易に接

近し取水できるものとすること。 

    (ｱ) 吸管投入口（マンホール）から取水する場合

は、５メートル以内とすること。 

    (ｲ) 採水口から取水する場合は、７メートル以内

とすること。   

  イ 容量 
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 常時、必要以上の水量が確保できること。 

  ウ 構造等 

    地中ばり、現場打ち鉄筋コンクリート製の場合 

   (ｱ) 水槽底板までの落差は、おおむね４．５メー

トル以内とすること。 

    (ｲ) 水槽は、専用とし、水槽内には、他の配管等

は通さないこと。 

    (ｳ) 配筋については、次のとおりとする。 

    ① 使用する鉄筋は、直径１３ミリメートル以

上の異形鉄筋とし、主鉄筋・配力鉄筋は、Ｓ

Ｄ２９５Ａ、又はＳＤ３４５とし、主鉄筋は、

ダブル配筋とすること。 

    ② 配筋の間隔は、部材の内側、外側とも、ど

の部分においても３０センチメートル以下と

し、鉄筋のかぶりは、５センチメートル以上

とすること。 

    ③ ピット（釜場）及び吸管投入口部分には、

補強鉄筋を配置すること。 

    ④ 箱型水槽には、ハンチを設け、ハンチ部分

（底板部分・側板部分）に沿って鉄筋を配置

すること。 

   (ｴ) コンクリートの設計基準強度は、２ニュート

ン毎平方ミリメートル以上とすること。 

   (ｵ) 主要構造部材（頂板、側板及び底板）の厚さ

は、３０センチメートル以上とすること。 

   (ｶ) 水槽内部の防水は、十分な実用上の水密性が

あり、剥離
は く り

しにくく耐久性のあるものを選定す

ること（塗膜防水等）。 

    (ｷ) ピット（釜場）は、直径６０センチメートル

以上又は１辺が６０センチメートル以上とし、

深さは、５０センチメートル以上とすること。 

    (ｸ) 吸管投入口（マンホール）は、直径６０セン
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チメートル以上とすること。 

  エ 導水装置を設ける場合は、次のとおりとする。 

   (ｱ) 点検口（マンホール）、通気管、通気口及び

人通口（区画が複数の場合）を設けること。 

    (ｲ) 通気口及び通水口の直径は、１０センチメー

トル以上とし、人通口の直径は、６０センチメ

ートル以上とすること。 

    (ｳ) 通気口は、はりの上部に２箇所以上設けるこ

と。 

    (ｴ) 通水口は、はりの最下部に２箇所以上設ける

こと。 

    (ｵ) 人通口の下端は、底板から５０センチメート

ル以下とすること。 

    (ｶ) 吸管投入口及び点検口には、水槽内の壁面等

に水位の状況を確認できる表示をすること。 

    (ｷ) 導水管は、次のとおりとする。 

    ① 採水口１口ごとの単独配管とし、防火水槽

の容量が４０立方メートルを超える場合は、

２口設けること。 

    ② 配管口径については、市長が別に定める「配   

          管口径算定要領」によること。 

    ③ 給水口はピット（釜場）内とし、ピット床

面より２０センチメートル程度離すとともに

給水口相互間は、５０センチメートル以上離

すこと。 

    ④ 材質は日本工業規格Ｇ３４５２（配管用炭

素鋼鋼管）に適合するもの又はこれと同等以

上のものとすること。 

   (ｸ) 通気管は、次のとおりとする。 

    ① 口径は、１０センチメートル以上とするこ

と。 

    ② 建物外部に設けるものとし、立ち上げ高さ

は、１００センチメートル以上とするととも
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に先端は、１８０度曲げ、異物の混入を防止

する網を設けること。 

    ③ 材質は、日本工業規格Ｇ３４５２（配管用

炭素鋼鋼材）に適合するもの又はこれと同等

以上（ステンレス鋼管等）のものとすること。 

    (ｹ) 給水口を設置する場合は、次のとおりとする。 

    ① 材質は、日本工業規格Ｈ５１１１（青銅鋳

物）に適合するもの又はこれと同等以上のも

のとし、結合部は、呼び径６５ミリメートル

の差込式とすること。 

    ② 給水管は、エ(ｷ)①により設置すること。 

    ③ 給水口には、「給水口」と標示すること。 

    (ｺ) 採水口は、次のとおりとする。 

    ① 導水管１本につき、１口設置すること。 

    ② ２口の場合は、採水口相互間を５０センチ

メートル程度離すこと。 

    ③ 取り付ける高さは、地盤面から結合部の中

心まで５０センチメートル以上１００センチ

メートル以下とすること。 

    ④ 材質は、日本工業規格Ｈ５１１１（青銅鋳

物）に適合するもの又はこれと同等以上のも

のとし、結合部は、呼び径７５ミリメートル

のねじとし、日本工業規格Ｂ９９１２（消防

用ねじ式結合金具の結合寸法）に適合してい

ること。 

    ⑤ 覆冠を設け面板等に「採水口」と標示する

こと。 

  オ 標識及び蓋 

    消防水利の標識及び蓋の設置位置及び仕様につ

いては、草加八潮消防組合（以下「組合」という。）

と協議するものとする。 

 ⑵ 消防活動用空地設置基準 

  ア 消防活動用空地への進入路 
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   (ｱ) 有効幅員は、６メートル以上とすること。た

だし、建物の敷地に接続する公道又はその他の

通路（以下「取付道路」という。）の幅員に応

じ、次のはしご車進入路設置基準に定めるすみ

切りを設けた場合は、この限りでない。 

    

１　　幅員４ｍの場合

１０ｍ

　　　４ｍ

２　　幅員５ｍと４ｍ・５ｍの場合　

５ｍ
４、６ｍ 　　４、６ｍ

４、６ｍ
　　　１０ｍ

５ｍ

３　　幅員６ｍと６ｍ・５ｍ・４ｍの場合

６ｍ

　　１、２ｍ×１、２ｍ 　　　２、２ｍ×４、６ｍ　　３、２ｍ×１０ｍ

　　　　６ｍ 　　　　５ｍ 　　　４ｍ

４ｍ

５ｍ

４ｍ

４ｍ

５ｍ

４ｍ

５ｍ

６ｍ

はしご車進入路設置基準

進入路の幅員 取付道路の幅員 すみ切りの範囲

１０ｍ×１０ｍ

４、６ｍ×１０ｍ

４、６ｍ×４、６ｍ

３、２ｍ×１０ｍ

　４ｍ

２、２ｍ×４、６ｍ

１、２ｍ×１、２ｍ

はしご車進入路のすみ切り図（直角の場合）

１０ｍ
４ｍ

６ｍ

６ｍ

５ｍ

６ｍ

 

    (ｲ) 縦断勾配は、１０パーセント以下とするこ 

と。 

    (ｳ) はしご車の総重量（２０トン）に耐えられる

構造とすること。 
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    (ｴ) 暗渠
きょ

等の天蓋部分は、グレーチング又はボッ

クスカルバートとすること。 

  イ 消防活動用空地 

   (ｱ) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第１２６条の６の非常用の進入口（代替開

口部を含む。）に面して設けること。 

   (ｲ) 共同住宅等でバルコニー側に設置することが

困難な場合は、各住戸等に連続するバルコニー

を設けるとともに廊下とバルコニーを接続し、

消防活動上有効な場所に設けること。 

    (ｳ) 消防活動用空地は、幅６メートル以上、長さ

１２メートル以上とし、設置間隔は、４０メー

トルとすること。 

    (ｴ) 消防活動用空地と建物間の距離は、７メート

ル以下とし、その空間には、はしご車の伸長に

支障となる工作物がないこと。 

    (ｵ) 消防活動用空地には、組合と協議の上、付近

の見やすい箇所に標識を設置すること。 

    (ｶ) 縦断勾配は、５パーセント以下とすること。 

    (ｷ) 地盤は、はしご車の総重量（２０トン）に耐

えられる構造であるとともに、はしご車のジャ

ッキ荷重（９トン毎立方メートル）に耐えられ

る構造とすること。 

    (ｸ) 消防活動用空地上空に圧電線が存在し移設が

困難な場合は、架空ケーブル（ＣＶＴＳＳケー

ブル）に変更すること。 

    (ｹ) 建築物が道路等に接している場合は、当該道

路等を消防活動用空地とみなす。ただし、当該

道路等は、消防活動の支障とならないものに限

る。 

    (ｺ) (ｱ)から(ｹ)までの基準を満たすことができ

ない場合は、組合と協議の上、必要な措置を講
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じなければならない。 

８ 条例別表

第４の９清

掃施設の整

備の項の⑷

の規則で定

めるごみ集

積所の設置

場所及び構

造等 

１ ごみ集積所設置場所については、次のとおりとする。 

 ⑴ 交通に支障がないこと。 

 ⑵ 安全に収集作業を行うことができること。 

 ⑶ 管理がしやすいこと。 

 ⑷ 不法投棄がされにくいこと。 

 ⑸ 利用者以外の第三者の迷惑とならないこと。 

 ⑹ ごみ収集車が後退することなく通り抜けることが

できる道路沿いにあること。 

 ⑺ ごみ集積所責任者を設けること。 

２ ごみ集積所の構造については、次のとおりとする。 

 ⑴ コンクリートブロック造の場合は、市長が別に定

める技術基準の構造を参考にして崩壊等しない構造

とし、かつ、建築基準法施行令第６２条の８の規定に

適合し、高さは道路面から１.２メートル以下とする

こと。 

 ⑵ その他の構造の場合は、市長と協議すること。 

３ ごみ集積所の使用及び維持管理については、次のと

おりとする。 

 ⑴ ごみ集積所の使用を開始しようとするときは、そ

の７日前までに市長に届け出ること。 

 ⑵ ごみ集積所における清掃等の管理は、事業主又は

利用者が行うこと。また、施設が破損した場合は、

市に報告した後に修復し、収集作業に支障を来さな

いようにすること。 

９ 条例別表

第４の１４

交通安全施

設及び駐車

場施設の項

の⑶のウの

(ｱ)の表の

規則で定め

次に掲げる基準とする。 

⑴ 自動車駐車場 

施 設 等 基       準 

百 貨 店 、 ス ーパ

ー、小売店等の商

業施設 

来客者に対応できる十分な台数、

搬入、搬出車両等を含む業務に必

要な台数及び業務に従事する者

に必要な台数とする。 

飲食店、レストラ 来客者に対応できる十分な台数、

javascript:void%20fnInyLink(105645,'2600200004221001h.html','TOP')
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る運営上必

要な台数 

ン、料亭、喫茶店

等の飲食施設 

搬入、搬出車両等を含む業務に必

要な台数及び業務に従事する者

に必要な台数とする。 

劇場、映画館、ボ 

ーリング場等の娯

楽施設 

来客者に対応できる十分な台数、

業務に必要な台数及び業務に従

事する者に必要な台数とする。 

パチンコ、麻雀クラ

ブ等の娯楽施設 

来客者に対応できる十分な台数、

業務に必要な台数及び業務に従

事する者に必要な台数とする。 

スポーツ及び健康

の増進を目的とす

る施設 

来場者に対応できる十分な台数、

送迎車両等を含む業務に必要な

台数及び業務に従事する者に必

要な台数とする。 

銀行、信用金庫等

の業務施設 

来客者に対応できる十分な台数、

営業車両等を含む業務に必要な

台数及び業務に従事する者に必

要な台数とする。 

旅館、ホテル、合

宿所等の宿泊施

設 

宿泊者に対応できる十分な台数、

送迎車両等を含む業務に必要な

台数及び業務に従事する者に必

要な台数とする。 

工場、作業場、倉

庫等の事業施設 

搬入、搬出車両等を含む業務に必

要な台数及び業務に従事する者

に必要な台数とする。 

事務所等の事業

施設 

営業車両等を含む業務に必要な

台数及び業務に従事する者に必

要な台数とする。 

病院、診療所等の

医療施設 

外来者に対応できる十分な台数、

送迎車両等を含む業務に必要な

台数及び業務に従事する者に必

要な台数とする。 

⑵ 自転車駐車場 
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施 設 等 基       準 

百 貨 店 、 ス ー パ

ー、小売店等の商

業施設 

来客者に対応できる十分な台数及

び業務に従事する者に必要な台

数とする。 

飲食店 、レス ト ラ

ン、料亭、喫茶店

等の飲食施設 

来客者に対応できる十分な台数及

び業務に従事する者に必要な台

数とする。 

劇場、映画館、ボ

ーリング場等の娯

楽施設 

来客者に対応できる十分な台数及

び業務に従事する者に必要な台

数とする。 

パチンコ、麻雀クラ

ブ等の娯楽施設 

来客者に対応できる十分な台数及

び業務に従事する者に必要な台

数とする。 

スポーツ及び健康

の増進を目的とす

る施設 

来場者に対応できる十分な台数及

び業務に従事する者に必要な台

数とする。 

銀行、信用金庫等

の業務施設 

来客者に対応できる十分な台数及

び業務に従事する者に必要な台

数とする。 

旅館、ホテル、合

宿所等の宿泊施

設 

宿泊者に対応できる十分な台数及

び業務に従事する者に必要な台

数とする。 

工場、作業場、倉

庫等の事業施設 

業務に従事する者に必要な台数と

する。 

事務所等の事業

施設 

業務に従事する者に必要な台数と

する。 

病院、診療所等の

医療施設 

外来者に対応できる十分な台数及

び業務に従事する者に必要な台

数とする。 

備考 駐車場の大きさは、自動車駐車場の場合において

は、幅２．５メートルで奥行き５メートル、自転車

駐車場の場合においては、幅０．５メートルで奥行
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き２メートルを標準基準とする。 

１０ 条例別

表第４の１

５ワンルー

ム建築物の

項の規則で

定める基準 

次に掲げる基準とする。 

１ ワンルーム（床面積（ベランダ、バルコニー、パイ

プシャフト等を除く。）が２５平方メートル未満の住

戸（専用の居住室、台所、浴室及び便所の設備を有す

るものをいう。）又は住室（専用の居住室を有するも

のであって、住戸の要件を満たさないものをいう。））

の数を１５以上有する建築物を対象とする。 

２ 整備基準  

 ⑴ 建築計画 

  ア 一住戸の床面積（ベランダ、バルコニー、パイ

プシャフト等を除く。）は、１６平方メートル以

上とすること。 

  イ 管理人室を設置すること。ただし、ワンルーム

の数が３０未満の場合又は建築主等の居住状況

（近隣に居住する等）により管理に支障がない場

合は、設置しないことができる。 

  ウ 隣地境界線から当該建築物の外壁まで原則とし

て５０センチメートル以上離すこと。  

 ⑵ 管理 

ア ワンルームの数が３０以上の場合は、管理人を 

常駐させること。ただし、建築主等の居住状況（ 

近隣に居住する等）により管理に支障がない場合

には、常駐させないことができる。 

イ ワンルームの数が３０未満の場合は、管理人を

常駐、派遣等により管理体制を明確にすること。  

  ウ 緊急の場合は、直ちに連絡をとることができる

よう管理人の連絡先を玄関ホール等の見やすい場

所のパネル等に表示すること。 

 ⑶ 建築主、設計者等は、ワンルーム建築物の建築に

際し、近隣住民と紛争が生じたときは、責任を持っ

て解決に努めること。 

１１ 条例別  条例別表第４の６緑地の項の⑶の規則で定める接道部
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表第４の１

６建築行為

を伴わない

土地利用の

項のアの規

則で定める

道路境界線

沿いの緑化 

の緑化基準の項に定めるところによる。ただし、３，０

００平方メートル以上の開発事業の数値は、第５条第１

号、第２号、第４号及び第５号においては０．５、同条

第３号においては０．７とする。 

別表第４（第１６３条関係）  

項 目 法に基づく技術基準 

１ 条例別表第５

の１法第３３条

第３項の規定に

よる技術的細目

の制限の強化又

は緩和（道路に

関するもの）の

項の⑹のウの規

則で定める基準

及び同項の⑺の

規則で定めるす

み切りの長さ 

 別表第３の１条例別表第４の１道路の項の⑸の規

則で定める基準の項に定めるところによる。  

 

２ 条例別表第５

の３法第３３条

第４項の規定に

よる敷地面積の

最低限度の項の

⑵の規則で定め

る良好な住居等

の環境の形成又

は保持のため支

障がないもの 

 別表第３の３条例別表第４の３敷地面積の最低限

度の項の⑵の規則で定める良好な住居等の環境の形

成又は保持のため支障がないものの項に定めるとこ

ろによる。 

別表第５（第１６４条関係） 

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/word/010010021.pdf
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項 目 法に基づく立地基準 

１ 条例別表第６

の２法第３４条

第１２号の規定

により定める開

発行為の項のア

の市長が予定建

築物の用途に限

り指定した土地

の区域 

⑴  予定建築物の用途が次に掲げるいずれかに該  

当するものとする。 

   ア 工業・流通業務施設 

   イ 商業施設であって次に掲げる用途のいず 

れかに該当するもの（当該用途に供する部 

分の床面積の合計が１０，０００平方メー 

トル以下のものに限る。） 

(ア) 小売業の店舗（大規模小売店舗立地法

（平成１０年法律第９１号）第２条第１

項に規定する店舗面積の合計が３，００

０平方メートル未満のものに限る。） 

(イ) 飲食店 

(ウ) （ア）及び（イ）の用途のみを併せ有す

る施設 

⑵ ⑴の用途の場合に限り、次に掲げる要件の土地

の区域を指定する。 

   ア 指定に係る区域及びその周辺の区域にお

いて、予定建築物を建築する目的で行う開発 

行為により、新たな公共施設の整備の必要 

が生ずるおそれがないと認められること。 

   イ 指定に係る区域以外の区域において、当該

予定建築物を建築する適当な土地がないと

認められること。 

   ウ 指定に係る区域の全域は、おおむね一の開

発区域とすること。 

   エ 指定に係る区域の面積は、おおむね１ヘク

タール以上とすること。 

   オ 指定に係る区域の面積は、２０ヘクタール

未満とすること。ただし、当該指定に係る予

定建築物の用途が商業施設の場合は、２ヘク

タール以下とすること。 
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 ⑶ ⑵のオの規定にかかわらず、現に条例別表第６

の２法第３４条第１２号の規定により定める開

発行為の項のアの規定による指定がされている

土地の区域（以下「指定済みの区域」という。）

がある場合においては、指定に係る土地の区域の

面積に当該指定済みの区域の面積の合計を加え

た面積が２０ヘクタール未満の場合でなければ、

同項アの規定による指定は行わないものとする。

ただし、指定済みの区域において建築されている

建築物の敷地（建築物と一体的に利用する駐車場

等を含む。）の面積の合計が指定済みの区域の面

積の合計のおおむね１０分の８を占める場合は、

この限りでない。 

 ⑷ ⑶のただし書に規定する場合における⑵のオ

の規定の適用については、オの規定中「２０ヘク

タール」とあるのは、「２０ヘクタール（⑶に規

定する指定済みの区域において⑶に規定する建

築物の敷地以外の土地がある場合においては、２

０ヘクタールからその面積（その面積が２０ヘク

タールを超える場合にあっては、２０ヘクター

ル）を減じた値）」とする。 

 ⑸ 指定済みの区域については、同区域内におけ  

る開発行為の進捗及び経済・社会情勢の変化に応 

じて適宜変更又は廃止を行うものとする。 

 ⑹ その他指定に係る必要な事項は、市長が別に  

定める。 

２ 条例別表第６

の２法第３４条

第１２号の規定

により定める開

発行為の項のウ

の規則で定める

⑴ 工場であって、延べ面積が１００平方メートル以

内のもの（作業所の床面積の合計が５０平方メート

ル以内のものに限る。） 

⑵ 事務所であって、延べ面積が１００平方メートル

以内のもの 
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自己の業務の用

に供する小規模

な建築物 

３ 条例別表第６

の３施行令第３

６条第１項第３

号ハの規定によ

り定める建築等

の項のエの規則

で定める場合 

⑴ 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のた

め、その住居の移転を余儀なくされた場合 

⑵ 事業を営むものが、経営の状況が悪化したことに

より、当該事業を継続することが困難となった場合 

 

４ 条例別表第６

の３施行令第３

６条第１項第３

号ハの規定によ

り定める建築等

の項のエの（イ）

の規則で定める

建築物 

 現に存する建築物と用途が類似するものは、次の表

に掲げる建築物とする。 

現に存する建築物 用途が類似する建築物 

工場 倉庫 

住宅（他の用途を兼ねる

もの） 

住宅（他の用途を兼ね

ないもの） 

法第２９条第１項第２

号に規定する建築物及

び法第４３条第１項の

許可を受けて建築され

た建築物 

現に存する建築物と建

築基準法第８７条にい

う建築物の用途の異な

らない建築物 

 

別表第６（第１６５条関係） 

項 目 協定に当たっての基準 

 条例別表第

７の５地番表

示板の設置の

項の規則で定

める基準 

１ 様式 

  次の様式によるものとする。 

 

八潮市 
 

中央一丁目  1  

１ ５

 

基 準

  

 

ア 

市 街

化 調

整 区

域

 

６

0 
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   単位 センチメートル  

  備考 

    ⑴ 書体は、原則としてマルゴシックとする。 

    ⑵ 文字の表示位置等は、おおむね次のとおりとす

る。 

表示位置 表示内容 大きさ（文字高） 

左側上部 市名 ２０ミリメートル 

左側下部 町名 ２５ミリメートル 

右側（右下詰め） 地番 ３０ミリメートル 

    ⑶ 色彩基準は、おおむね次のとおりとする。 

 色票番号 マンセル値 備考 

下地 Ｄ０９－３０Ｆ １０Ｒ３／３ 茶 

文字 ＤＮ－９５ Ｎ９．５ 白 

２ 設置場所 

  道路に面する任意の場所であって、歩行者から見やす

い位置に設置するものとする。 

 


